
 

 

令和４年度第１回奈良市行政不服審査会 会議の概要 

開催日時 令和４年１０月２７日（木）午後１時３０分から午後３時まで 

開催場所 奈良市役所 中央棟４階 第４０１会議室 

出 席 者 
出席委員３人（欠席なし）・事務局４

人・審理員３人・関係課５人 
担当課 総務部法務ガバナンス課 

開催形態 非公開 

(非公開の理由) 奈良市行政不服審査法施行条例第７条 

非公開の具体的な理由等 

市が行った行政処分に対して提起された審査請求について、審

査庁からの諮問に係る審議調査を行うものであるため。 

議  題 

１ 会長及び副会長の選任 

２ 諮問事項に係る審議 

(1) 諮問第１号（【令和３年度第２７号請求】指定居宅サービス事業者の指

定取消処分等についての審査請求） 

(2) 諮問第２号（【令和３年度第２８号請求】子どものための教育・保育給

付利用内定通知書についての審査請求） 

(3) 諮問第３号（【令和３年度第２９号請求】令和４年１月２１日付け令和

２年度第３期分及び第４期分市・県民税（普通徴収）滞納処分（差押）

についての審査請求） 

決定又は

取りまと

め事項 

１ 会長に髙谷委員、副会長に林委員を選任 

２ 諮問事項に係る審議 

(1) 令和４年度諮問第１号 

【令和３年度第２７号請求】について、審査庁からの諮問について審議

を行い、継続審議することとした。 

(2) 令和４年度諮問第２号 

【令和３年度第２８号請求】について、審査庁からの諮問について審議

を行った。審査請求人の口頭意見陳述の要否について、必要と認めた上

で、継続審議することとした。 

(3) 令和４年度諮問第３号 

【令和３年度第２９号請求】について、審査庁からの諮問について審議

を行った。 

【議事の概要】 

１ 委員の互選により、会長に髙谷委員、副会長に林委員を選任した。 

２ 諮問事項について 

(1) 令和４年度諮問第１号 

【令和３年度第２７号請求】令和４年１月１３日に提起された指定居宅サービス事業者の

指定取消処分等についての審査請求について、事案の審議を行った。次回の審査会におい

て継続して審議することとした。 

(2) 令和４年度諮問第２号 



 

 

【令和３年度第２８号請求】令和４年２月１６日に提起された子どものための教育・保育

給付利用内定通知書についての審査請求について、事案の審議を行った。審査請求人の口

頭意見陳述の要否について、必要と認めた。なお、次回の審査会において継続して審議す

ることとした。 

(3) 令和４年度諮問第３号 

【令和３年度第２９号請求】令和４年２月１５日に提起された令和４年１月２１日付け令

和２年度第３期分及び第４期分市・県民税（普通徴収）滞納処分（差押）についての審査

請求について、事案の審議を行った。 

 


